
あなたは大丈夫？

消費生活
豆知識

遠賀町消費生活相談窓口　☎ 093-293-7
なくそうなやみ

783　　FAX093-293-0806
［受付］9:00～12:00、13:00～16:30　　※土・日曜日、祝日、年末年始は除く
　消費者ホットライン　　☎ 188（局番無し）　 　［受付］10:00～16:00　※年末年始は除く
　　　折尾警察署　　　　☎ 093-691-0110　［受付］9:00～17:45　  ※土・日曜日、祝日は除く

不審に思うことやトラブルがあったときは、相談窓口へ問い合わせてください。

災害後に増える住宅修理のトラブルにご注意！
相談
　突然、点検事業者を名乗る人
が訪れて「屋根瓦がずれている
ようだ。台風の影響かもしれな

い。無料で点検する」と言われたた
め、依頼した。
　点検後、屋根瓦の写真を見せられ
て「放置すると雨漏りして大変なこ
とになる」と修理を勧められたため、
慌てて契約してしまったが、高額
だったので解約したい。

相談員からのアドバイス
　契約してしまったとしても、契約日から８日以内であれ
ばクーリング・オフすることができます。
　今回のような、消費者の不安をあおる手口は「点検商法」
と呼ばれ、台風や大雨、大雪、地震などの自然災害発生後
に増加し、必要のない点検・修理を勧められます。
　無料点検には応じず、修理が必要な場合は、必ず複数の
事業者から見積もりを取るようにしてください。
　なお、契約日から８日が過ぎてもクーリング・オフが適
用される場合がありますので、まずは消費生活相談窓口に
相談してください。
※クーリング・オフが適用される契約には条件があります。

男性が感じる生きづらさ
　国際男性デーは、男性や男児の心身の健康と幸福につい
て考え、ジェンダー（生物学的な性別とは異なり、社会や文
化によって形成される性別）の平等を促す日として、1999年
に制定されました。
　しかし、「男は仕事」という性別による役割分担の考えが
社会に残っていることで、現在も家族を養わなければなら
ないというプレッシャーを感じている人がいます。また、「男
らしさ」を押し付けられることで、自分の気持ちを表現する
ことにためらったり、人に相談することができず一人で悩
んでしまったりする男性も少なくありません。

ジェンダーにとらわれない生き方
　令和６年に実施した遠賀町男女共同参画に関する町民意
識調査では、「仕事」「家庭生活」「個人の生活」のうち「仕事」

 Wish
みんなのねがい ◆問い合わせ　協働人権係

人権 ･男女共同参画 ･国際交流に関する
情報を発信します

11月19日は国際男性デー　～男性が持つ悩みを考える～
を最優先に考えている人が、男性27.4％、女性17％となっ
ており、男性の方が仕事を優先する割合が高いことが分か
ります。
　「男性ならこうあるべき」という、無意識の思い込みによ
る差別をなくし、性別にとらわれず、誰もが自分らしく生
きていける社会を作っていきましょう。

男性専用の電話相談窓口
　「福岡県男女共同参画センターあすばる」の男性臨床
心理士へ電話で相談ができます。
●開設日時　第１・３土曜日　14:00～ 16:30
　　　　　　第２・４金曜日　18:00～ 20:30
※祝日、8/13～ 15、12/28～ 1/4を除く
●電話番号　092-584-4977
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